
別表（第６条関係） 

補助対象事業 補助基準額 補助対象経費 補助率 

１ 地域貢献活動推進事業 １施設当たり48万円と対象経費の実支出額

とを比較していずれか少ない方の額 

報償費、旅費、需用費、役務

費、委託費、使用料及び賃借

料その他知事が特に必要と認

める経費 

次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれに定める率 

(1) 府の区域（市の区域を除く。）内にある施設の

事業 ４分の３以内 

(2) (1)に掲げる事業以外の事業 ２分の１以内 

２ 災害時対応力向上事業 １施設当たり30万円（地域貢献活動推進事

業とを併せて行う場合にあっては、44万

円）と対象経費の実支出額とを比較してい

ずれか少ない方の額 

報償費、旅費、需用費、役務

費、使用料及び賃借料、備品

購入費その他知事が特に必要

と認める経費 

２分の１以内 

３ 福祉サービス向上支援事

業 

次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれに

定める額 

(1) ハード整備事業（社会福祉施設の改

修、備品の購入等の事業をいう。） 50

0万円と対象経費の実支出額とを比較し

ていずれか少ない方の額 

(2) (1)に掲げる事業以外の事業 250万

円と対象経費の実支出額とを比較してい

ずれか少ない方の額 

報償費、旅費、需用費、委託

費、使用料及び賃借料、工事

請負費、備品購入費その他知

事が特に必要と認める経費 

２分の１以内 

４ 小規模法人等活動サポー

ト事業 

１施設当たり40万円と対象経費の実支出額

とを比較していずれか少ない方の額 

報償費、旅費、需用費、委託

費、使用料及び賃借料その他

知事が特に必要と認める経費 

次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれに定める率 

(1) 府の区域（市の区域を除く。）内にある施設の

事業 ４分の３以内 

(2) (1)に掲げる事業以外の事業 ２分の１以内 

 


